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若草中学校保護者の会 会則 
 

 

第１章  名称と事務局 

第１条 私たちの会は、若草中学校保護者の会とよび、事務局を同校内におきます。 

 

第２章  目  的 

第２条 この会は、会員が協力して、家庭と学校ならびに地域社会における生徒の健全な 

成長としあわせを図ることを目的とします。 

 

第３章  活動方針 

第３条 この会は、目的を達成するために、次の方針によって行動します。 

１ 学校と家庭との連絡を密にし、生徒の心身の健全な発達をはかります。 

２ 特定の政党や宗教にかたよることなく、また、営利を目的とするような行為は行い 

  ません。 

３ 学校の教育活動の推進に協力しますが、学校の管理や教職員の人事に干渉しません。 

 

第４章  会  員 

第４条 この会の会員は、若草中学校に在籍する生徒の保護者とします。 

第５条 この会の会員は、すべて平等の権利と義務があります。 

第６条 この会の会員は、会費を納入します。会費は生徒一人当たり年額 500円とします。 

    

第５章  事 務 局 

第７条 この会の事務局は次の事務局員で構成します。 

代表 １名         会計 ２名 

事務員 若干名       顧問 １名（学校長） 

第８条 事務局員の任期は１年とします。ただし再任は妨げません。 

第９条 事務局の任務は次のとおりです。 

１ 代表は、会を代表し全ての会務を統括します。 

２ 会計は、予算に基づく会計事務を処理し、会計監査を経て決算報告を行います。 

３ 事務員は、代表及び会計を補佐し、この会の活動に関する必要事項を記録し、通信 

その他の庶務を行います。 

４ 顧問は、この会に意見を述べることができます。 

 

第６章  事務局の活動 

第１０条 事務局の活動は次のとおりとします。 

  １ 保護者と学校の連携をはかる窓口を担います。 

  ２ 全会員へ、予算の通知をし、承認を受けます（全会員の過半数の異議がなければ承認 

とみなします）。 

  ３ 全会員へ、活動及び決算の報告を行います。 

  ４ 全会員へ、学校から依頼されたボランティアの募集を行います。 

第１１条 校外の団体には所属しません。但し、地域の行事等参加要請に対しては全会員へ 

のボランティア募集を行うことができます。 
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第７章  会計監査委員 

第１２条 この会の経理を監査するため、会員から選出された２名の会計監査委員をおき 

ます。任期は１年とします。 

第１３条 会計監査委員は会計監査を行い、全会員へ監査報告をします。 

 

第８章  事務局員、会計監査委員の選出 

第１４条 この会の事務局員、会計監査委員の選出は次のとおり行います（全会員の過半数 

     の異議がなければ承認とみなします）。 

１ 事務局が全会員から募集し、次年度事務局員、会計監査委員を選出します。 

２ 選出された事務局員、会計監査委員を全会員に通知し、承認を受けます。 

３ 事務局に欠員が生じた場合は、後任者を全会員から募集することができます。後任者 

を全会員に通知し承認を受けます。 

４ 会計監査委員に欠員が生じた場合は、後任者を全会員から募集することができます。 

後任者を全会員に通知し承認を受けます。 

 

第９章  会  計 

第１５条 この会の経費は、会費およびその他の収入によります。 

第１６条 この会の経理は、予算に基づいて行います。 

第１７条 この会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わります。 

 

第１０章 個人情報の取扱い 

第１８条 この会の個人情報の取扱いについては、次のとおりとします。 

１ この会が個人情報を取扱う場合は、その目的をできる限り明確にするとともに、その 

範囲を目的達成のために必要最小限なものとします。 

２ この会が取扱う個人情報は、あらかじめ本人の同意を得ずに第三者に提供することは 

しません。ただし、法令に基づく場合、人の生命・身体・財産の保護のために必要が 

ある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときはこの限りではありません。 

３ この会は、この会が取扱う個人情報の漏えい、き損及び滅失の防止その他個人情報の 

安全管理に務めます。 

 

第１１章 会則改定 

第１９条 会則の改定は、改定案を全会員に通知し承認を受けます（全会員の過半数の異議 

     がなければ承認とみなします）。 

 

 

付  則 

１ この会は、令和４年４月１日設立。 

２ この会則は、令和４年４月１日より実施します。 


